
PTA 会員各位（家庭数配付） 

令 和 ３ 年  7 月 吉 日 

川崎市立下小田中小学校 PTA 

会長 菅野 敏弥 

 

ＰＴＡ総合補償制度について 

 

 PTA 会員の皆さまには、日頃よりＰＴＡ活動にご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 

 今年度も「ＰＴＡ総合補償制度」の更新手続きが済みましたことをご報告いたします。 

 

保険期間 

   ・202１年 7 月 1 日午後４時から 202２年 7 月 1 日午後 4 時まで 

 

補償内容 

  ＰＴＡの主催・共催する行事における 

   ・ＰＴＡ会員（保護者・教職員）等の傷害事故に対して（保険の対象となる方は、裏面参照） 

   ・児童・生徒の傷害事故に対して 

   ・法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る賠償金支払等に対して 

 

※ＰＴＡ行事や委員会等活動に参加中（自宅からの往復中を含む）の事故やケガ、熱中症なども補償の対象

となる場合があります。詳しくは PTA 役員までお問い合わせください。 

 

保険金額と保険料 
    ・ＰＴＡ団体傷害保険（Ｂプラン） ＋ ＰＴＡ賠償責任保険（オプションプラン） 
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補償内容 Ｂプラン 

死亡保険金 ２７９万円 

後遺障害保険金（障害等級により） １１.１６～２７９万円 

入院保険金 日額（180 日限度） ３，０００円 

手術保険金 ※１事故につき１回 

（手術の際の入院の有無によって） 

入院保険金（日額）の 

入院中１０倍・入院中以外５倍 

通院保険金 日額（90 日限度） ２，０００円 

制度掛金（保険料・１世帯あたり） ９０円 
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対 人 賠 償（自己負担額：１千円） 

提供飲食物危険補償 

１回の事故につき １名あたり支払限度額  ５,０００万円 

 １事故あたり支払限度額 ２億円 

対 物 賠 償（自己負担額：１千円）  １回の事故につき１事故あたり支払限度額 ５,０００万円 

保管物賠償（自己負担額：５千円） 
 １回の事故につき１事故あたり支払限度額 １０万円 

 １回の事故につき１保険期間中支払限度額 ５００万円 
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１回の事故につき１事故あたり支払限度額 1００万円 

    保険期間中支払限度額  １億円 

制度掛金（保険料・児童１名あたり） １１円 

 

 

 

  ・必要書類を に提出する必要がありますので、事故発生後は速やかに学校までご連絡ください。 

※詳しい資料はＰＴＡ会議室にて閲覧できます。ご希望の方はＰＴＡ役員までお申し出ください。 



 


